
.

　

　

　

　

j

議
案
第
十
五
号

三
朝
町
鼻
業
共
済
条
例
の
1
鮎
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
幾
実
共
済
条
例
の
　
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
　
(
縛
郡
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
窮
一
項
の
規
定
に
よ
･
s
h
､
本
議
会
の
誇
決
を
求
め
る
.

昭
和
五
十
六
年
三
月
十
　
1
　
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

　

松

村

　

　

　

蕎

　

　

　

成

層
孟
六
年
苦
甘
苦
原
審
可
決

三
朝
町
議
会
哉
長
牧
田
嶺



三
朝
町
条
例
第

号

㌻

1

.

ゞ
′

i

三
朝
町
農
薬
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
粂
例

三
朝
町
嚢
寡
共
済
条
例
｣
昭
和
三
十
九
年
三
新
町
条
例
轟
十
一
号
)
　
の
1
勤
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
条
窮
｢
項
第
二
号
中
｢
軌
害
並
び
に
｣
を
｢
鳥
獣
等
並
び
に
｣
灯
､
｢
災
害
､
病
虫
害
｣
を
｢
災
害
､

火
災
､
病
虫
害
｣
に
改
め
る
｡

同
条
撃
四
項
を
簸
五
項
と
し
､
同
条
巣
三
項
の
次
に
次
の
1
項
を
加
え
る
.

年
　
収
稗
共
済
の
う
ち
､
こ
の
町
と
/
別
表
第
五
の
上
転
に
轟
け
る
共
済
針
的
の
棲
穀
に
つ
き
当
該
中
鞠
に
掲

げ
る
収
嘩
共
済
の
共
済
目
的
の
積
載
肇
ご
と
に
当
該
下
梅
に
鵡
げ
る
地
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
(
当
該

メ

収
穣
共
済
の
共
済
目
的
の
撃
野
等
ご
と
把
､
当
該
取
稗
共
済
の
共
時
目
的
の
纏
穎
等
に
係
る
果
実
の
生
産

〆

量
の
お
お
む
ね
全
車
が
過
去
五
年
蘭
に
お
S
て
嚢
業
協
同
組
合
の
薬
画
利
甲
触
殻
等
に
ょ
り
､
品
質
の
程

算
に
応
じ
格
付
け
き
れ
て
敵
売
さ
れ
て
お
ち
､
今
後
も
当
該
果
実
の
生
産
亀
の
お
お
む
ね
全
寮
が
鼻
幕
共

同
鱒
合
の
共
同
利
用
務
殻
等
に
よ
り
r
　
品
質
の
程
.
好
に
応
じ
格
付
さ
れ
て
頗
売
さ
れ
る
こ
と
が
確
葵
で
あ

る
と
見
込
せ
れ
る
者
に
限
る
.
)
､
と
の
蘭
に
成
立
す
る
を
し
に
係
る
収
薄
共
済
の
共
済
.
術
係
に
係
を
収
穣

共
済
(
当
該
収
穫
共
済
の
共
粉
目
的
の
痩
栄
等
に
係
る
収
醇
共
済
に
限
る
｡
)
　
以
外
の
収
穣
共
済
に
お
S



て
は
､
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
同
額
轟
t
.
四
号
の
共
騎
事
故
の
う
ち
果
実
の
品
質
の
低
下
を
共
済

事
故
と
七
夜
S
も
の
と
す
る
0

欝
三
十
二
条
第
三
項
中
｢
法
第
百
九
条
巌
六
項
｣
を
｢
痘
鼻
音
九
条
第
五
項
｣
に
政
め
る
｡

第
三
十
九
発
給
二
項
繁
二
号
中
｢
単
位
当
た
り
基
準
収
顧
貴
｣
を
｢
基
準
収
榛
壷
｣
に
'
･
｢
夢
拘
十
九
条

第
四
項
｣
を
　
｢
琴
四
十
九
条
畢
三
項
｣
に
改
め
､
｢
を
_
ハ
ケ
｣
　
の
下
に
　
｢
.
以
下
同
じ
｣
を
加
え
る
｡

第
四
十
三
条
爵
二
項
欝
三
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

三
　
見
込
収
函
葛

一

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
b

(
共
済
金
狩
)

等
四
十
六
条
　
東
南
共
済
の
共
済
金
額
は
､
垂
線
#
野
の
薬
療
目
的
の
碩
数
等
七
と
及
び
泰
露
共
済
加
入
者

ご
と
に
､
単
位
当
た
り
華
済
金
醇
に
､
当
該
華
南
共
蒋
加
入
者
の
当
該
垂
酵
共
済
の
共
済
目
的
の
種
麹
等

に
係
る
基
盤
収
撃
骨
の
首
｢
分
の
八
十
に
頼
当
す
る
数
を
乗
じ
で
得
た
金
贋
と
す
る
｡

r
1
.
前
車
の
単
位
当
た
-
共
済
金
静
は
､
春
画
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
に
､
法
第
百
六
条
第
七
項

の
検
定
に
ょ
り
主
務
大
臣
が
定
め
た
二
以
上
の
余
材
の
う
ち
爵
高
の
金
曜
と
同
額
と
す
る
｡

主音
.
)
.
.



a

了ノ/

㌻

了

',巧, Y

第
四
十
九
条
を
次
の
と
お
り
改
め
る
｡

(
莱
済
金
の
支
払
犠
)

第
四
十
九
条
　
嶺
繭
共
済
に
係
る
共
衝
金
は
,
'
東
額
共
済
の
共
済
目
的
の
極
致
等
ご
と
及
び
賛
繭
共
済
加
入

者
ご
と
に
､
.
#
濁
事
故
に
よ
る
共
衝
目
的
の
線
状
音
が
そ
の
基
準
収
敵
意
の
百
分
の
二
十
を
適
え
た
場
合

に
､
第
四
十
六
鼻
薬
一
項
の
単
位
当
た
り
共
済
金
衛
に
'
そ
の
敵
え
た
凱
分
の
数
量
に
′
相
当
す
る
数
を
乗

じ
て
碍
た
金
衛
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
.

r
N
.
前
項
の
共
準
事
故
′
に
ょ
各
共
済
目
的
の
啄
塀
童
は
r
共
済
t
E
l
的
の
遠
類
で
と
及
び
重
商
共
済
加
入
者
と

i
)
に
､
当
該
秦
節
共
済
加
入
者
に
係
五
基
準
収
野
貴
か
ら
法
第
九
十
八
東
の
二
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
準

則
に
従
っ
て
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お
け
る
当
該
春
繭
共
済
加
入
者
の
収
撃
量
(
共
済
事
故
に
ょ
り
兼
業

が
淑
収
し
､
買
桑
に
ょ
つ
て
飼
育
を
し
た
場
合
に
は
､
そ
の
買
桑
分
に
相
当
す
る
収
･
配
意
を
含
-
.
)
　
を

差
し
引
S
て
得
た
教
蚤
を
い
う
も
の
と
し
'
庚
済
事
故
に
ょ
る
套
種
の
掃
立
て
不
能
が
あ
′
る
場
合
に
は
､

そ
の
差
し
引
S
て
樽
た
数
昔
を
畠
寅
首
九
条
欝
嘩
項
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
把
よ
り
調
整
し
て
得
た

.
教
馨
を
S
う
も
み
と
す
る
｡



r
y
)
　
象
二
項
の
基
準
収
繭
貴
は
､
法
第
百
九
条
第
五
項
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
い
こ
の
町
が
定
め

る
｡

第
五
十
二
条
中
｢
被
害
の
割
合
(
鍵
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
収
音
の
同
条
第
三
項
に
背
走
す
る

基
準
収
轟
貴
に
粛
す
る
割
合
｣
を
±
琴
南
共
済
済
塀
景
(
第
四
十
九
条
崇
1
項
の
額
収
草
が
同
項
の
基
準
収
･

帝
量
の
百
分
の
二
十
を
顛
え
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
舞
え
る
蔀
分
の
当
該
東
収
量
｣
'
に
改
め
る
.

警
ハ
十
九
条
第
1
摺
中
｢
牛
｣
を
｢
年
又
は
席
｣
に
､
｢
鷹
又
は
樺
藤
｣
を
｢
牌
｣
に
改
め
､
｢
､
肉
豚

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
1
着
の
/
こ
.
を
削
り
､
画
条
聖
壷
中
｢
牛
｣
を
｢
牛
又
は
馬
｣
に
､
｢
薦
又

は
種
豚
｣
を
｢
陳
｣
に
改
め
､
｢
､
肉
豚
に
係
る
も
の
に
つ
S
て
は
共
済
掛
金
の
三
分
の
二
を
削
る
｡

第
八
＼
十
八
条
の
二
軍
1
項
軍
二
号
中
｢
韻
八
十
八
桑
の
十
三
草
一
項
の
衰
準
収
籍
哀
｣
を
.
r
鮭
八
十
八
条

の
十
三
欝
1
帝
若
し
-
は
聖
嘉
の
榛
轟
収
棒
哀
｣
に
､
.
同
項
第
三
号
中
｢
第
八
王
八
条
の
十
六
第
1
項
｣

を
｢
第
八
十
八
条
の
ヰ
大
串
1
項
若
し
-
は
第
二
項
｣
に
改
め
る
｡

第
八
十
八
条
の
五
節
1
項
空
言
中
｢
収
穫
共
済
の
共
済
軍
政
に
よ
る
穂
別
｣
を
｢
収
棒
共
済
の
共
済
事

故
等
に
ょ
る
帝
別
｣
に
改
め
､
同
条
寮
1
項
中
｢
第
五
号
｣
を
｢
舞
上
ハ
号
｣
と
し
､
第
四
号
の
次
に
次
の
1

号
奇
加
え
る
｡

五
　
第
八
十
八
条
の
十
六
革
1
項
に
魔
窟
す
る
収
細
典
済
以
外
の
塀
樺
哀
済
に
付
す
る
こ
と
を
由
し
込
む

二

は

l

　

　

仙

･ち
'

･

1

･

L

.

.

i



･勺

i
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r

t

.

了

　

　

　

　

｣

洋

　

　

　

　

　

　

　

才

場
合
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
甲
し
込
み
に
係
る
共
済
の
共
済
払
係
に
係
る
来
観
に
係
る
果
実
の
出
荷
計
画

第
八
十
八
番
の
丸
中
｢
法
第
百
二
十
条
の
六
竺
項
｣
を
｢
法
第
八
十
五
条
爵
=
項
｣
に
改
め
､
｢
変

更
し
た
と
き
｣
の
下
に
｢
又
は
第
八
十
八
条
の
五
竺
項
凍
五
号
の
計
,
@
を
変
史
し
た
と
き
｣
を
加
え
る
.

窮
八
十
八
乗
の
十
第
-
-
項
中
｢
収
穣
共
醇
の
共
済
目
的
の
讐
親
等
ご
と
｣
の
下
に
｢
及
び
収
穫
共
済
の
共

塀
事
故
等
に
よ
る
桓
別
ご
三
を
加
え
｢
法
第
至
7
+
菜
の
七
竺
項
｣
膏
｢
法
第
首
二
十
集
の
七
第
一
項

第
一
号
｣
に
改
め
る
0

第
八
十
八
条
の
十
1
を
次
の
と
お
ゎ
改
め
る
.

(
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
の
納
期
限
)

第
八
十
八
条
の
十
l
　
第
八
十
八
条
の
二
竺
項
の
幾
定
に
よ
り
こ
の
町
と
の
閣
′
に
撃
憧
共
済
の
共
済
鮮
係

･
が
成
立
し
た
者
は
､
収
琴
共
韓
に
係
る
加
入
者
負
担
共
済
掛
金
を
-
竺
号
に
絡
げ
る
如
日
ま
で
に
こ
の
町

に
納
付
し
夜
け
れ
ば
怒
ら
を
S
｡
た
だ
し
,
そ
の
共
J
S
.
舶
係
に
係
る
共
済
掛
金
の
支
払
S
誓
き
確
実
轟

保
を
供
し
､
又
は
保
許
を
立
て
た
場
合
に
あ
つ
て
は
､
第
二
号
把
捧
げ
る
数
日
ま
で
に
そ
の
収
稗
共
済
に

係
る
加
入
者
負
担
共
済
謝
金
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
0
.

｣

　

を

し

　

　

五

月

三

十

一

日

二

　

か

し

　

十

1

月

三

十

　

白
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第
八
十
八
条
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

第
八
十
八
条
の
十
二
　
削
　
除

第
八
十
八
桑
の
十
三
第
1
項
中
｢
耗
二
条
に
規
定
す
る
′
区
域
の
当
該
収
碑
共
済
の
′
共
済
目
的
の
姦
顛
等
に

係
る
果
実
の
単
位
当
た
り
価
額
に
'
当
該
果
樹
共
済
加
入
者
の
当
諌
収
樺
共
際
の
共
済
目
的
の
種
類
等
灯
係

る
基
準
収
轡
貴
を
乗
じ
て
得
た
金
額
｣
　
を
｢
当
該
巣
撞
共
餅
加
入
者
の
住
所
の
存
す
る
地
域
の
当
該
収
準
共

●

済
の
共
済
目
的
の
頼
知
事
に
係
る
果
実
の
単
庵
当
た
S
,
価
額
に
､
当
該
果
樹
共
済
加
入
者
が
嘗
診
収
諸
共
済

の
共
済
目
的
の
稗
額
た
る
果
極
の
栽
培
を
行
う
秘
簡
地
ご
と
の
当
該
収
轡
共
済
の
共
済
目
的
の
棟
梁
等
に
係

る
横
準
収
碍
貴
の
合
計
灯
相
当
す
冶
数
を
乗
じ
て
得
た
金
讐
把
､
｢
基
準
収
碑
金
讐
を
｢
襟
准
灰
韓
金

額
｣
に
､
｢
こ
え
濠
S
｣
を
｢
瀞
え
を
S
｣
　
に
改
め
､
-

同
条
第
二
帝
を
次
の
よ
う
二
に
改
め
る
｡

∫

T
q
.
収
棒
漠
済
の
う
ち
'
∵
こ
の
町
と
別
表
第
五
の
上
樹
に
轟
げ
る
共
済
目
的
の
韓
類
に
つ
き
当
款
中
欄
1
に
絡

げ
る
収
穣
共
済
の
共
浄
目
的
の
.
.
E
#
類
等
と
と
ノ
灯
当
該
下
軸
把
揚
げ
る
地
観
内
匿
住
所
を
有
す
る
者
(
当
許

/

収
嘩
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
隼
に
係
る
果
実
の
生
産
量
の
車
か
む
ね
全
量
を
過
去
五
年
間
に
お
S
て
法

第
盲
二
十
条
の
十
に
督
定
す
る
夷
実
ゐ
数
骨
に
醒
す
る
資
料
の
浮
供
に
つ
き
協
力
が
得
ら
れ
.
る
無
実
協
同

縛
合
等
に
出
荷
し
て
か
わ
､
今
後
も
当
診
果
実
の
生
蓉
量
の
お
お
む
ね
全
景
を
嘗
琴
藤
葉
蘭
同
塵
合
等
に
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大
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E

L

出
荷
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
に
煉
る
O
)
と
の
間
に
成
立
す
る
収
穫
共
済
の
共
済
補

償
に
係
る
も
の
に
お
け
る
当
歌
軟
穣
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
共
済
金
額
は
､
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
､
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
と
と
及
び
果
樹
共
済
加
入
者
と
と
に
'
当
該
果
樹
共
済

加
入
者
の
住
所
の
存
す
る
地
域
の
当
該
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
数
等
に
係
る
果
実
の
単
位
当
た
ゎ
価

額
に
､
当
鼓
果
樹
共
済
加
入
者
の
当
該
収
稗
共
済
の
共
済
目
的
の
檀
数
等
に
係
る
模
準
収
穣
馨
に
相
当
す

る
数
を
乗
じ
宅
得
た
金
額
の
百
分
の
四
十
を
下
ら
ず
標
準
収
替
金
額
の
百
分
の
七
十
を
超
え
を
S
動
転
内

紅
卦
S
で
'
舞
八
十
八
条
の
十
五
纂
1
項
の
果
樹
共
済
掛
金
率
等
1
葉
表
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
か
ら
巣

へ

樹
共
済
加
入
者
が
選
択
し
た
金
額
と
す
る
｡

夢
八
十
<
条
の
十
三
第
二
項
の
次
に
次
の
l
項
を
加
え
る
｡

j
　
第
1
項
及
び
前
項
の
壌
準
収
嘩
量
按
､
法
第
百
二
十
条
の
六
第
七
項
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従

S
､
こ
の
町
が
定
め
る
｡
こ
の
場
合
に
お
S
て
'
果
実
の
減
収
及
び
品
-
賓
の
低
下
を
共
済
事
故
と
す
る
収

韓
共
済
に
係
る
前

車
華
森
泉
轡
簸
済

.
る
果
実
d
J
n
E
質
の
'
.
程

L
-
-
,
,
e
 
l
l

V

　

√

ヽ

っ
い
､
声
4
,
 
I
.
,
泡
該
牧
穫
共
済
の
共
済
蘭
係
が
こ
の
町
と
の
間
に
成

把
か
S
て
収
棲
し
た
収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係

r
 
F
j

)

)

/

層
の
定
,
#
る
方
法
蜜
嘉
]
寵
申
請
整
蘇
加
､
考
で
7
定
め
る
も
の
と

-
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す
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殊

八

十
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国
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次
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よ

う

に

改

め

右

o

 

t

y

･

.

-

　

･

　

　

　

.

一

(

塊

滞

磯

金

審

)

　

　

　

　

　

T

第
八
十
八
条
の
十
四
　
収
稗
共
済
の
共
済
掛
金
率
は
､
収
穣
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
ご
と
､
塀
確
共
済
の

共
済
事
故
等
に
ょ
る
穂
別
ご
と
及
び
法
第
百
二
十
条
の
七
第
一
項
の
嶺
定
に
ょ
わ
鳥
取
県
知
事
が
定
め
た

地
球
ご
と
に
､
当
該
地
域
の
巌
す
る
危
険
階
廟
の
収
穣
基
準
共
済
東
金
率
と
同
率
と
す
る
｡

第
八
十
八
条
の
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡
-

(
共
済
金
の
支
払
額
)

穿
八
十
八
轟
の
十
六
　
こ
の
町
は
､
夜
し
に
係
る
収
稗
共
済
に
つ
S
て
は
､
収
穫
共
済
の
共
済
自
的
の
横
瀬

車
ご
と
及
L
d
果
樹
共
済
加
入
者
ご
と
に
'
当
琴
果
樹
共
済
加
入
者
が
当
該
収
篠
共
済
の
共
済
目
的
の
稗
類

等
た
る
果
樹
の
栽
培
を
行
う
樹
園
地
ご
と
の
共
済
事
故
に
ょ
る
共
済
目
的
の
涯
収
量
(
そ
の
樹
園
地
の
基

準
収
蒋
貴
か
ら
法
第
九
十
八
条
の
二
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
認
定
さ
れ
た
そ
の
年
に
お
け

る
そ
の
樹
園
地
の
収
穆
量
を
差
し
引
S
で
得
た
数
量
を
い
う
｡
以
下
そ
の
項
に
お
S
て
同
じ
.
)
　
の
合
計

が
当
該
樹
園
地
ご
と
の
当
該
収
轡
共
済
の
共
済
自
的
の
種
類
等
に
係
る
基
準
収
棒
貴
の
合
計
の
百
分
の
三

十
を
宛
え
た
場
合
に
､
共
済
金
額
に
､
そ
の
滞
収
貴
の
合
計
の
そ
の
基
準
収
樽
量
の
合
計
に
対
す
る
割
今

に
七
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
率
か
ら
七
分
の
三
を
差
し
引
S
で
碍
敵
軍
を
乗
じ
て
樽
た
金
額
に
相
当
す
る

ギ
%

貞)
∵

V
l
一
.
 
(言

了
.
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ノ

ブ■

チ

了

フ

金
額
を
'
共
済
金
と
し
て
当
該
巣
樹
共
済
加
入
者
に
支
払
う
も
の
と
与
る
.

ノ

2
､
と
の
町
は
>
簸
八
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
窺
定
に
ょ
る
申
出
に
掛
る
金
観
を
共
済
金
観
と
す
る
牧
野

共
済
に
つ
い
て
姓
､
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
浸
し
に
係
る
も
の
把
塾
つ
て
は
堺
轡
共
所
の
共
済
ヨ

｣

約
の
種
類
等
ご
と
及
び
東
商
共
済
加
入
者
ご
と
に
､
共
済
事
故
に
ょ
る
共
済
目
的
の
顔
収
量
(
第
一
号
.
b
･
.
J
d

掃
げ
る
数
量
か
ら
第
二
号
紅
梅
げ
/
る
教
馨
を
差
し
引
い
て
薄
た
教
意
を
い
う
.
以
下
こ
の
項
に
お
S
等
薫

じ
0
)
　
が
第
1
号
に
梅
坪
る
教
養
の
百
分
の
二
十
を
藤
え
た
場
合
に
､
共
済
金
甑
に
､
そ
の
碗
収
貴
の
簡

■
号
に
掃
げ
る
教
養
に
対
す
る
割
合
に
担
分
の
玉
を
乗
じ
て
禰
た
率
か
ら
凶
分
の
一
を
善
し
引
払
で
祷
た
率

(

を
乗
じ
て
祷
泉
金
額
に
稚
当
す
る
金
､
醇
を
共
済
金
と
し
て
筆
該
果
樹
共
済
加
入
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
.

f
　
当
酵
果
樹
共
済
加
入
者
の
当
落
塀
轡
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
等
に
係
る
基
準
収
穫
量

二
　
蔽
第
九
十
八
条
の
二
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
評
定
尊
れ
た
そ
の
年
に
お
け
る
当
診
果

樹
共
済
加
入
者
の
当
該
収
簿
共
済
の
共
済
旦
朗
の
種
数
等
に
係
る
果
実
の
取
替
普
(
果
実
の
威
収
及
び

品
質
の
低
下
を
共
済
事
故
と
す
る
域
穣
共
済
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
年
に
お
け
る
当
款
濃
蘭
共
済
加
入
者

の
収
棒
に
係
る
当
蘇
果
実
の
品
質
の
程
度
に
応
じ
当
該
収
樺
量
に
主
務
大
臣
の
凄
め
る
方
法
に
よ
わ
1

定
の
調
整
を
加
え
て
得
た
数
豊
)

f
Y
)
　
第
7
項
及
び
前
額
の
基
準
収
捧
量
は
､
こ
の
町
が
簸
八
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
頼
定
把
よ
り
崇
め
た

5

､

　

J



b

分

∴璽璽璽二二

樺
準
収
稀
貴
に
主
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
ヱ
冨
訴
薬
を
加
え
て
得
た
教
養
と
す
る
｡

寮
八
十
八
桑
の
十
八
竺
熟
考
中
｢
芸
第
号
｣
を
｢
､
第
讐
ち
及
び
第
五
号
｣
に
,
同
条
第
表

中
｢
法
第
首
二
十
条
の
六
讐
空
を
｢
法
笑
十
五
条
第
十
二
空
に
改
め
る
Q

賃
十
八
条
の
十
九
第
孟
串
｢
及
び
第
讐
ち
｣
を
｢
､
第
四
号
及
び
夢
五
号
｣
に
改
め
る
｡

第
八
十
八
条
の
二
十
中
｢
第
八
十
八
桑
の
十
六
第
表
｣
を
｢
-
十
八
条
の
十
六
第
表
又
は
竺
項
｣

に
改
め
る
.

第

八

十

八

条

の

五

十

四

竺

-

｢

妄

円

｣

を

r

三

万

円

｣

に

改

め

る

｡

　

　

　

/

別

表

空

言
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の
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る
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則

′
■
　
こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
六
庭
師
-
1
日
か
ら
旅
行
す
る
｡
た
だ
し
､
聖
二
葬
､
聖
二
十
九
条
､
贋
E
f
L

/

･
十
三
条
'
欝
四
十
大
勢
'
鑑
識
i
九
条
､
轟
五
十
二
奏
及
び
別
表
警
一
の
規
定
は
､
鳥
取
県
知
事
の
認
可
･

の
あ
っ
た
臼
か
ら
解
行
し
､
堪
難
五
十
六
年
産
蚕
醇
か
ら
通
庸
す
る
▲
｡

r
1
　
こ
の
条
例
の
柄
行
目
前
に
師
解
し
､
と
の
条
例
の
蹄
行
首
後
に
な
お
そ
の
如
閲
が
衷
存
し
て
S
為
共
済

掛
金
斯
軒
に
係
る
家
畜
共
轡
に
華
す
み
加
入
者
華
熊
襲
演
舞
余
の
顛
辞
に
つ
い
て
は
､
壷
か
従
前
の
桝
に

よ

る

P

r
y
)
　
改
正
後
/
の
昏
倒
箪
三
条
､
箪
十
九
条
の
三
､
線
八
十
八
条
の
二
､
‥
第
八
十
八
条
の
四
､
繰
入
.
+
八
条
の

五
､
韓
八
十
八
鼻
の
八
か
ら
賢
八
十
八
乗
の
十
匹
r
G
で
､
､
夢
八
十
八
条
の
十
六
及
び
夢
八
十
八
条
の
十
八

か
ら
鍵
八
十
八
条
′
の
二
十
ま
で
の
規
定
は
､
こ
の
条
例
の
鯨
行
目
後
に
共
済
音
任
新
聞
の
鞘
始
す
る
鼻
樹

共
済
に
係
る
単
相
か
ら
諦
頗
す
る
も
の
と
し
､
こ
の
条
桝
の
碗
行
目
前
に
共
済
牽
任
無
間
の
開
始
す
る
巣

敵
共
帝
に
廃
る
巣
材
に
つ
S
て
は
､
夜
お
敢
正
前
の
条
例
堅
二
条
一
､
第
十
九
条
の
三
､
第
八
十
八
条
の
二
､

欝
八
十
八
条
の
四
､
夢
八
十
八
条
の
五
､
孝
八
十
八
桑
の
八
か
ら
智
八
十
八
条
の
十
四
ま
で
､
終
八
十
八

条
の
十
六
及
び
轟
八
十
八
森
の
十
八
か
ら
賓
八
十
八
桑
の
±
十
ま
で
の
壇
定
の
例
に
よ
る
.
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ゲ
　
こ
の
条
例
の
雁
行
日
灘
に
開
拓
し
'
こ
の
条
例
･
の
康
行
日
後
転
を
お
そ
の
観
閲
が
療
存
し
て
S
る
共
済

賓
任
顛
尚
に
係
る
歯
茎
諌
静
共
済
に
甑
す
る
共
済
金
の
支
払
観
の
餅
定
は
､
な
お
従
前
の
鋸
に
ょ
る
.


